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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物が搭載される桟と、この桟を土台に固定するための固定具とを備え、
　前記固定具は、前記桟に取付けられたときに該桟に沿って離間する少なくとも２個の穿
孔が形成された支持部と、前記各穿孔の両外側間の距離以上に長い長形孔が形成された基
部とを有し、
　前記桟は、前記固定具の支持部における各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を一組とす
ると、この桟の長手方向に沿って形成された複数組の穿孔を有し、
　前記固定具の支持部と前記桟を、相互に重ね合わされた該固定具の支持部の各穿孔と該
桟の各穿孔を通じて締結し、前記固定具の基部を該固定具の長形孔を通じて前記土台に締
結したことを特徴とする構造物設置架台。
【請求項２】
　請求項１に記載の構造物設置架台であって、
　前記桟は、前記土台に対して立設される立設板を有し、前記立設板に前記桟の長手方向
に沿って複数組の各穿孔を形成したことを特徴とする構造物設置架台。
【請求項３】
　請求項１に記載の構造物設置架台であって、
　前記桟は、複数の桟部材を連結して形成され、
　連結箇所で隣り合う２本の前記桟部材には、前記連結箇所を挟んで前記固定具の支持部
の各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を形成したことを特徴とする構造物設置架台。
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【請求項４】
　請求項３に記載の構造物設置架台であって、
　前記固定具の支持部の各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を形成した連結具を備え、
　前記２本の桟部材と前記連結具を、相互に重ね合わされた該各桟部材の穿孔及び該連結
具の各穿孔を通じて締結し、前記２本の桟部材を前記連結具を介して連結したことを特徴
とする構造物設置架台。
【請求項５】
　請求項４に記載の構造物設置架台であって、
　前記２本の桟部材の連結箇所を前記固定具の支持部と前記連結具間に挟み込み、前記２
本の桟部材、前記固定具の支持部、及び前記連結具を、相互に重ね合わされた該各桟部材
の穿孔、該固定具の支持部の各穿孔、及び該連結具の各穿孔を通じて締結し、前記２本の
桟部材を前記固定具及び前記連結具を介して連結したことを特徴とする構造物設置架台。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の構造物設置架台であって、
　前記桟は、底板、底板の一辺で屈曲され立設された立設板、及び立設板の上辺で屈曲さ
れた天板を有し、
　２本の前記桟を相互に平行に配置し、前記固定具を用いて、前記各桟の立設板を土台に
それぞれ固定し、構造物を前記各桟の天板上に架け渡して搭載したことを特徴とする構造
物設置架台。
【請求項７】
　請求項６に記載の構造物設置架台であって、
　土台に固定された前記各桟の高さが相互に異なり、前記各桟の天板がほぼ同一傾斜平面
上に存在し、前記各桟部材の天板上に構造物が傾斜して搭載されたことを特徴とする構造
物設置架台。
【請求項８】
　請求項７に記載の構造物設置架台であって、
　前記各桟間に架け渡され固定された梁部材を備え、
　前記梁部材の一端側のストッパーは、前記各桟の天板上に載せられた構造物の傾斜下方
にあって、前記構造物の一辺を受け止めるように設けられたことを特徴とする構造物設置
架台。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つに記載の構造物設置架台であって、
　前記土台は、前記桟と直交する方向に延びる土台用桟であり、
　前記固定具の基部を該基部の長形孔を通じて前記土台用桟に締結したことを特徴とする
構造物設置架台。
【請求項１０】
　桟と固定具を備え、
　前記固定具は、前記桟に取付けられたときに該桟に沿って離間する少なくとも２個の穿
孔が形成された支持部と、前記各穿孔の両外側間の距離以上に長い長形孔が形成された基
部とを有し、
　前記桟は、前記固定具の支持部における各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を一組とす
ると、この桟の長手方向に沿って形成された複数組の穿孔を有することを特徴とする構造
物設置用支持具。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか１つに記載の構造物設置架台に、構造物である太陽電池モジ
ュールを搭載した太陽光発電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物を地面や陸屋根上に設置するための構造物設置架台、構造物設置用支
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持具、及びその架台を用いた太陽光発電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の従来の架台としては、複数の桟を架設し、これらの桟上に構造物を掛け渡して
搭載するというものがある。このような構成では、各桟の位置や間隔を調節設定する必要
があり、桟の位置調節を容易にするための技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、縦方向の杆材（桟）の上面に長形孔を形成し、屋根上に突設
されたボルトを杆材上面の長形孔に通して、杆材を該杆材の長形孔の長さの分だけ移動可
能とし、杆材の位置調節を可能にしている。
【０００４】
　また、特許文献２では、桟の両側にそれぞれの溝を形成し、これらの溝にボルト先端を
差し込んで、桟を該桟両側の溝に沿って移動可能とし、桟の位置調節を可能にしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２３９４８２号公報
【特許文献２】特開平１１－３２４２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、杆材上面の長形孔が長くなり過ぎると、杆材の強度が
低下するため、長形孔の長さに限界があり、杆材の位置調節範囲が狭かった。
【０００７】
　また、特許文献２では、桟両側の溝が該桟と同じ長さであるため、桟の位置調節範囲が
広いものの、桟の断面形状が複雑であって、コストが高くなった。例えば、アルミ材の押
出し加工により複雑な断面形状の桟を作製することが可能であるが、アルミ材を用いるこ
とからコストが高くなった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、簡単な形状であり
ながらも、桟の位置調節範囲が広く、コストの低減を図ることが可能な構造物設置架台、
構造物設置用支持具、及び太陽光発電システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の構造物設置架台は、構造物が搭載される桟と、こ
の桟を土台に固定するための固定具とを備え、前記固定具は、前記桟に取付けられたとき
に該桟に沿って離間する少なくとも２個の穿孔が形成された支持部と、前記各穿孔の両外
側間の距離以上に長い長形孔が形成された基部とを有し、前記桟は、前記固定具の支持部
における各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を一組とすると、この桟の長手方向に沿って
形成された複数組の穿孔を有し、前記固定具の支持部と前記桟を、相互に重ね合わされた
該固定具の支持部の各穿孔と該桟の各穿孔を通じて締結し、前記固定具の基部を該固定具
の長形孔を通じて前記土台に締結している。
【００１０】
　このような構造物設置架台では、固定具の支持部の各穿孔が桟における一組の各穿孔に
重なり合った位置で固定具の支持部を桟に締結することができ、桟には複数組みの穿孔が
形成されていることから、各組の穿孔の位置に応じて、桟に対する固定具の締結位置を間
隔を置いてずらして調節することが可能である。また、固定具の基部に、一組の各穿孔の
両外側間の距離以上に長い長形孔が形成されており、固定具の基部が該固定具の長形孔を
通じて土台に締結されることから、固定具の基部を、その長径孔の長さの分だけ、つまり
少なくとも一組の各穿孔の離間距離の分だけ移動させることができ、この距離の範囲では
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固定具の取付け位置を連続的に調節することができる。従って、土台の任意の位置を基準
にすると固定具の位置を一組の各穿孔の離間距離の分だけ連続的に調節することができ、
かつ固定具の位置を基準にすると桟の位置を間隔を置いてずらして調節することができ、
両者の調節を組み合わせることにより土台の任意の位置に対する桟の位置を広範囲で自在
に調節設定することができる。
【００１１】
　また、桟及び固定具のいずれも複雑な断面形状を必要とせず、鋼材等の安価で強度に優
れた素材を適用することができる。
【００１２】
　また、本発明の構造物設置架台では、前記桟は、前記土台に対して立設される立設板を
有し、前記立設板に前記桟の長手方向に沿って複数組の各穿孔を形成している。
【００１３】
　このような立設板は、立設板上に搭載された構造物に対する耐荷重性に優れる。
【００１４】
　更に、本発明の構造物設置架台では、前記桟は、複数の桟部材を連結して形成され、連
結箇所で隣り合う２本の前記桟部材には、前記連結箇所を挟んで前記固定具の支持部の各
穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を形成している。
【００１５】
　この場合は、２本の桟部材の連結箇所にも固定具の支持部を締結することが可能になる
。
【００１６】
　また、本発明の構造物設置架台では、前記固定具の支持部の各穿孔に重なり合うそれぞ
れの穿孔を形成した連結具を備え、前記２本の桟部材と前記連結具を、相互に重ね合わさ
れた該各桟部材の穿孔及び該連結具の各穿孔を通じて締結し、前記２本の桟部材を前記連
結具を介して連結している。
【００１７】
　この連結具により複数の桟部材を連結して、長い桟を形成することができる。
【００１８】
　更に、本発明の構造物設置架台では、前記２本の桟部材の連結箇所を前記固定具の支持
部と前記連結具間に挟み込み、前記２本の桟部材、前記固定具の支持部、及び前記連結具
を、相互に重ね合わされた該各桟部材の穿孔、該固定具の支持部の各穿孔、及び該連結具
の各穿孔を通じて締結し、前記２本の桟部材を前記固定具及び前記連結具を介して連結し
ている。
【００１９】
　このように固定具と連結具の間に２本の桟部材を挟み込んで連結すれば、各桟部材の連
結強度が高くなる。
【００２０】
　また、本発明の構造物設置架台では、前記桟は、底板、底板の一辺で屈曲され立設され
た立設板、及び立設板の上辺で屈曲された天板を有し、２本の前記桟を相互に平行に配置
し、前記固定具を用いて、前記各桟の立設板を土台にそれぞれ固定し、構造物を前記各桟
の天板上に架け渡して搭載している。
【００２１】
　このような桟は、簡単な断面形状でありながらも、耐荷重性及び量産性に優れる。
【００２２】
　更に、本発明の構造物設置架台では、土台に固定された前記各桟の高さが相互に異なり
、前記各桟の天板がほぼ同一傾斜平面上に存在し、前記各桟部材の天板上に構造物が傾斜
して搭載されている。
【００２３】
　このような構成により、構造物を傾斜させて支持することができる。
【００２４】
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　また、本発明の構造物設置架台では、前記各桟間に架け渡され固定された梁部材を備え
、前記梁部材の一端側のストッパーは、前記各桟の天板上に載せられた構造物の傾斜下方
にあって、前記構造物の一辺を受け止めるように設けられている。
【００２５】
　これにより構造物が傾斜下方向にずれ落ちることが防止される。
【００２６】
　更に、本発明の構造物設置架台では、前記土台は、前記桟と直交する方向に延びる土台
用桟であり、前記固定具の基部を該基部の長形孔を通じて前記土台用桟に締結している。
【００２７】
　先に述べたように土台の任意の位置を基準にすると固定具の位置を一組の各穿孔の離間
距離の分だけ連続的に調節することができ、かつ固定具の位置を基準にすると桟の位置を
間隔を置いてずらして調節することができ、よって土台の任意の位置に対する桟の位置を
広範囲で自在に調節設定することができる。このため、その土台用桟に対しても桟の位置
を該桟の長さの分だけ自在に調節設定することができる。
【００２８】
　次に、本発明の構造物設置用支持具は、桟と固定具を備え、前記固定具は、前記桟に取
付けられたときに該桟に沿って離間する少なくとも２個の穿孔が形成された支持部と、前
記各穿孔の両外側間の距離以上に長い長形孔が形成された基部とを有し、前記桟は、前記
固定具の支持部における各穿孔に重なり合うそれぞれの穿孔を一組とすると、この桟の長
手方向に沿って形成された複数組の穿孔を有している。
【００２９】
　また、本発明の太陽光発電システムは、上記本発明の構造物設置架台に構造物である太
陽電池モジュールを搭載している。
【００３０】
　このような本発明の構造物設置用支持具及び太陽電池モジュールにおいても、上記本発
明の構造物設置架台と同様の作用効果を奏する。
【発明の効果】
【００３１】
　このような本発明では、固定具の支持部の各穿孔が桟における一組の各穿孔に重なり合
った位置で固定具の支持部を桟に締結することができ、桟には複数組みの穿孔が形成され
ていることから、各組の穿孔の位置に応じて、桟に対する固定具の締結位置を間隔を置い
てずらして調節することが可能である。また、固定具の基部に、一組の各穿孔の両外側間
の距離以上に長い長形孔が形成されており、固定具の基部が該固定具の長形孔を通じて土
台に締結されることから、固定具の基部を、その長径孔の長さの分だけ、つまり少なくと
も一組の各穿孔の離間距離の分だけ移動させることができ、この距離の範囲では固定具の
取付け位置を連続的に調節することができる。従って、土台の任意の位置を基準にすると
固定具の位置を一組の各穿孔の離間距離の分だけ連続的に調節することができ、かつ固定
具の位置を基準にすると桟の位置を間隔を置いてずらして調節することができ、両者の調
節を組み合わせることにより土台の任意の位置に対する桟の位置を広範囲で自在に調節設
定することができる。
【００３２】
　また、桟及び固定具のいずれも複雑な断面形状を必要とせず、鋼材等の安価で強度に優
れた素材を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の構造物設置架台の一実施形態を適用した太陽光発電システムを示す斜視
図である。
【図２】本実施形態の構造物設置架台を示す斜視図である。
【図３】本実施形態の構造物設置架台を示す側面図である。
【図４】図２の縦桟、固定具、及び横桟等を拡大して示す斜視図である。
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【図５】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２の低い方の横桟となる桟部材を示す平面図、背
面図、及び側面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２の高い方の横桟となる桟部材を示す平面図、背
面図、及び側面図である。
【図７】図２の横桟の立設板に形成されたＴ字型孔周辺を示す平面図である。
【図８】図５の低い方の桟部材を連結するための連結具を示す斜視図である。
【図９】図６の高い方の桟部材を連結するための連結具を示す斜視図である。
【図１０】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２の固定具を示す斜視図、平面図、及び正面図
である。
【図１１】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図２の梁部材を示す平面図、側面図、及び正面図
である。
【図１２】図３の低い方の横桟近傍を拡大して示す断面図である。
【図１３】図３の高い方の横桟近傍を拡大して示す断面図である。
【図１４】図８の連結具による各桟部材の連結状態を示す斜視図である。
【図１５】連結具及び固定具による各桟部材の連結状態を示す斜視図である。
【図１６】図１の太陽電池モジュールの枠部材を拡大して示す断面図である。
【図１７】図２の横桟に取付けられた取付け金具ユニットにより相互に隣り合う太陽電池
モジュールの端部が固定された状態を前方斜め上から見て示す斜視図である。
【図１８】図１７の状態を後方斜め上から見て示す斜視図である。
【図１９】図１７の状態を後方斜め下から見て示す斜視図である。
【図２０】図１７の状態を示す断面図である。
【図２１】図１７の押圧金具を示す斜視図である。
【図２２】図１７の荷重受け金具を示す斜視図である。
【図２３】図２２の荷重受け金具の折り曲げた状態を示す平面図である。
【図２４】図２２の荷重受け金具の折り曲げた状態を表側から見て示す斜視図である。
【図２５】図２２の荷重受け金具の折り曲げた状態を裏側から見て示す斜視図である。
【図２６】図２の桟部材に取付けられた取付け金具ユニットにより１枚の太陽電池モジュ
ールの端部が固定された状態を前方斜め上から見て示す斜視図である。
【図２７】図２６の状態を後方斜め上から見て示す斜視図である。
【図２８】図２６の状態を示す断面図である。
【図２９】図２６の押圧金具を示す斜視図である。
【図３０Ａ】図１の太陽光発電システムを構築するための施工手順を示す図である。
【図３０Ｂ】図３０Ａに引き続く手順を示す図である。
【図３０Ｃ】図３０Ｂに引き続く手順を示す図である。
【図３１】（ａ）、（ｂ）は、図３０Ｃに引き続く手順を示す図である。
【図３２】図１の太陽光発電システムの変形例を示す斜視図である。
【図３３】図２の構造物設置架台の変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００３５】
　図１は、本発明の構造物設置架台の一実施形態を適用した太陽光発電システムを示す斜
視図である。また、図２は、本実施形態の構造物設置架台を示す斜視図である。更に、図
３は、本実施形態の構造物設置架台を示す側面図である。
【００３６】
　図１の太陽光発電システム１では、本実施形態の構造物設置架台１０を用いて、複数の
太陽電池モジュール２を配列し傾斜させて支持している。太陽電池モジュール２は、太陽
電池パネル２０の周縁を枠部材２１により保持したものである。
【００３７】
　本実施形態の構造物設置架台１０では、図２及び図３に示すように複数の縦桟（土台用
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桟）１４を陸屋根等の基礎面に相互に平行に並べて固定し、２本の横桟１１、１２を各縦
桟１４と直交するように配して、各横桟１１、１２を各縦桟１４上に載せて固定し、各横
桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａ間に梁部材１３を架け渡し、梁部材１３の一端１３ａ
の近傍を一方の横桟１１の天板１１ａに交差させて固定し、この梁部材１３の一端１３ａ
を横桟１１より突出させている。複数の太陽電池モジュール２は、それぞれの梁部材１３
に重ねられ、各横桟１１、１２間に架け渡されて搭載される。
【００３８】
　尚、以降は、横桟１１、１２の長手方向をＸ方向（左右方向）とし、このＸ方向と直交
する方向をＹ方向(前後方向)とする。
【００３９】
　各縦桟１４は、相互に平行に配置されているが、それらの位置が不定である。例えば、
陸屋根では、その建築物の建築のときに各縦桟１４を固定するための複数のアンカーボル
トを設けておくことが可能であるが、その建築物の構造やアンカーボルトの取付け強度等
の理由によりアンカーボルトの設置箇所が様々に変わるので、各アンカーボルトの設置箇
所を指示したり予測することができない。従って、各縦桟１４の設置位置が不定となる。
【００４０】
　各横桟１１、１２は、各縦桟１４上に載せられて固定される。各横桟１１、１２の位置
により各太陽電池モジュール２の設置位置が決定されるため、各横桟１１、１２の位置を
適宜に調節設定する必要がある。ところが、各縦桟１４の設置位置が不定であるため、各
横桟１１、１２の位置を適宜に調節設定するには、各横桟１１、１２を各縦桟１４上の任
意の位置に固定することができねばならない。
【００４１】
　このため、各横桟１１、１２に固定具１５を組み合わせて、各横桟１１、１２を各縦桟
１４上の任意の位置に固定し得るような構造を実現している。
【００４２】
　各横桟１１、１２は、図１の太陽光発電システム１における各太陽電池モジュール２の
配列方向の長さと同一であり、複数の短い桟部材を連結することにより適宜の長さにされ
ている。各桟部材を連結するために、後で述べる専用の連結具を用い、更に固定具１５を
併用することもある。
【００４３】
　各横桟１１、１２の高さは相互に異なり、一方の横桟１１が低く、他方の横桟１２が高
くされている。このような相互に異なる高さの各横桟１１、１２上に太陽電池モジュール
２を搭載して、太陽電池モジュール２を太陽光の入射方向に向くように傾斜させている。
従って、各横桟１１、１２の高低差が大きくなるほど、太陽電池モジュール２の傾斜角が
大きくなる。
【００４４】
　各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａ上には、太陽電池モジュール２の枠部材２１の
両側を固定支持するための各取付け金具ユニット２６又は２７が取付けられている。各取
付け金具ユニット２６は、太陽光発電システム１における相互に隣り合う２枚の太陽電池
モジュール２の枠部材２１を同時に固定するためのものであり、また各取付け金具ユニッ
ト２７は、太陽光発電システム１における両外側に位置する太陽電池モジュール２の枠部
材２１を固定するためのものである。
【００４５】
　次に、縦桟１４、各横桟１１、１２、固定具１５、及び梁部材１３等を個別に説明する
。
【００４６】
　図４は、縦桟１４、固定具１５、及び横桟１１を拡大して示す斜視図である。図４に示
すように縦桟１４は、例えばアルミ材の押出し加工により形成された中空のものであって
、その上面１４ａの中央に嵌合溝１４ｂが形成され、両側面１４ｃにそれぞれの溝１４ｄ
が形成されている。上面１４ａの嵌合溝１４ｂは、その底付近が広い幅のガイドとなり、
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上面１４ａ近くが狭い幅のスリットとなっており、広い幅のガイドでボルトの頭が移動自
在に支持され、狭い幅のスリットからボルトの軸部が突出する。また、両側面１４ｃの各
溝１４ｄには、係合金具（図示せず）が引っ掛けられ、この係合金具がアンカーボルトで
陸屋根等の基礎面に固定され、これにより縦桟１４が基礎面に固定支持される。
【００４７】
　図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、横桟１１となる桟部材１１Ｐを示す平面図、背面図、
及び側面図である。図５に示すように桟部材１１Ｐは、立設板１１ｃと、立設板１１ｃの
底辺及び上辺で同じ側に折り曲げられた底板１１ｂ及び天板１１ａとを有し、ほぼコの字
型の断面形状である。底板１１ｂが各縦桟１４に架け渡されて載せられ、立設板１１ｃが
各縦桟１４上に立設される。立設板１１ｃ及び天板１１ａには、各取付け金具ユニット２
６又は２７の取付け位置毎に、これらの取付け金具ユニットを取付けるためのＴ字型孔１
１ｅ、位置決めスリット１１ｆ、及び長円孔１１ｇが形成されている。また、立設板１１
ｃには、一定間隔ｓで多数の穿孔１１ｈが形成されている。更に、立設板１１ｃの端部近
傍で、該端部から一定間隔ｓ未満の箇所にも、複数の穿孔１１ｈが形成されている。
【００４８】
　複数の桟部材１１Ｐは、隣り合う各桟部材１１Ｐの端部を相互に当接させ連結されて、
１本の横桟１１となる。横桟１１においては、隣り合う各桟部材１１Ｐの端部近傍に形成
されたそれぞれの穿孔１１ｈが、該各桟部材１１Ｐの連結箇所を挟んで一定間隔ｓで離間
する。すなわち、各桟部材１１Ｐの端部を相互に当接させて連結したときに、各桟部材１
１Ｐの端部近傍の穿孔１１ｈが一定間隔ｓで離間するように該各穿孔１１ｈの位置を設定
している。
【００４９】
　図６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、横桟１２となる桟部材１２Ｐを示す平面図、背面図、
及び側面図である。図６に示すように桟部材１２Ｐも、桟部材１１Ｐと同様に、立設板１
２ｃと、立設板１２ｃの底辺及び上辺で同じ側に折り曲げられた底板１２ｂ及び天板１２
ａとを有し、ほぼコの字型の断面形状である。底板１２ｂが各縦桟１４に架け渡されて載
せられ、立設板１２ｃが各縦桟１４上に立設される。立設板１２ｃ及び天板１２ａには、
各取付け金具ユニット２６又は２７を取付けるためのＴ字型孔１２ｅ、位置決めスリット
１２ｆ、及び長円孔１２ｇが形成されている。また、立設板１２ｃには、一定間隔ｓ（横
桟１１の立設板１１ｃにおける各穿孔１１ｈの一定間隔ｓと同一）で複数の穿孔１２ｈが
形成されている。更に、立設板１２ｃの端部近傍で、該端部から一定間隔ｓ未満の箇所に
も、複数の穿孔１２ｈが形成されている。
【００５０】
　複数の桟部材１２Ｐも、桟部材１１Ｐと同様に、隣り合う各桟部材１２Ｐの端部を相互
に当接させ連結されて、１本の横桟１２となる。そして、隣り合う各桟部材１２Ｐの端部
近傍に形成されたそれぞれの穿孔１２ｈが、該各桟部材１２Ｐの連結箇所を挟んで一定間
隔ｓで離間する。
【００５１】
　尚、各桟部材１１Ｐ、１２Ｐには、複数種類の長さのものがある。これらの長さの桟部
材１１Ｐ、１２Ｐは、必要とされる各横桟１１、１２の全長に応じて適宜に組み合わされ
て連結される。
【００５２】
　図５（ｃ）及び図６（ｃ）から明らかなように各横桟１１、１２（桟部材１１Ｐ、１２
Ｐ）の立設板１１ｃ、１２ｃは、それぞれの底板１１ｂ、１２ｂに対して垂直に立設され
ている。従って、各底板１１ｂ、１２ｂが各縦桟１４に載置されたときには、各立設板１
１ｃ、１２ｃが各縦桟１４の上面（土台上面）に対して垂直に立つ。このため、各横桟１
１、１２は、垂直上方向からの耐荷重性に優れ、それぞれの天板１１ａ、１２ａ上にかか
る荷重を強固に支持することができる。
【００５３】
　各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａは、それぞれの立設板１１ｃ、１２ｃに対する
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角度が同一鋭角となるように屈曲されている。また、一方の横桟１１が低く、他方の横桟
１２が高くされている。このため、各横桟１１、１２の底板１１ｂ、１２ｂが土台面に載
置され、各横桟１１、１２が規定の間隔を開けて平行に配置された状態では、それぞれの
天板１１ａ、１２ａがほぼ同一傾斜平面上に位置決めされ、これらの天板１１ａ、１２ａ
に載置された太陽電池モジュール２がその傾斜平面に沿って配置されて傾斜する。
【００５４】
　図７に示すように各横桟１１、１２（桟部材１１Ｐ、１２Ｐ）の立設板１１ｃ、１２ｃ
のＴ字型孔１１ｅ、１２ｅは、各立設板１１ｃ、１２ｃと各天板１１ａ、１２ａ間の屈曲
部（角）から離間して形成されている。このため、各Ｔ字型孔１１ｅ、１２ｅにより各立
設板１１ｃ、１２ｃと各天板１１ａ、１２ａ間の屈曲部の強度が低下することはなく、各
横桟１１、１２の強度を維持することができる。
【００５５】
　図８は、複数の桟部材１１Ｐを連結するための連結具を示す斜視図である。図８に示す
ように連結具２８は、立設板２８ａと、立設板２８ａの上下辺で折り曲げられた底板２８
ｂ及び天板２８ｃとを有し、ほぼコの字型の断面形状である。立設板２８ａには、複数の
長円孔２８ｄ等が形成されており、これらの長円孔２８ｄが桟部材１１Ｐの立設板１１ｃ
における各穿孔１１ｈと重なるように位置決めされている。また、天板２８ｃには、一対
の穿孔２８ｅが形成されている。この連結具２８は、桟部材１１Ｐのコの字型の断面形状
の内側に収められ、その立設板２８ａ、底板２８ｂ、及び天板２８ｃが桟部材１１Ｐの立
設板１１ｃ、底板１１ｂ、及び天板１１ａに重ねられる。
【００５６】
　図９は、複数の桟部材１２Ｐを連結するための連結具を示す斜視図である。図９に示す
ように連結具２９は、立設板２９ａと、立設板２９ａの上下辺で折り曲げられた底板２９
ｂ及び天板２９ｃとを有し、ほぼコの字型の断面形状である。立設板２９ａには、複数の
長円孔２９ｄ等が形成されており、これらの長円孔２９ｄが桟部材１２Ｐの立設板１２ｃ
における各穿孔１２ｈと重なるように位置決めされている。また、天板２９ｃには、一対
の穿孔２９ｅが形成されている。この連結具２９は、桟部材１２Ｐのコの字型の断面形状
の内側に収められ、その立設板２９ａ、底板２９ｂ、及び天板２９ｃが桟部材１２Ｐの立
設板１２ｃ、底板１２ｂ、及び天板１２ａに重ねられる。
【００５７】
　図１０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、各横桟１１、１２を縦桟１４に固定するための固定
具１５を示す斜視図、平面図、及び正面図である。図１０に示すように固定具１５は、基
板（基部）１５ａと、基板１５ａの一辺を折り曲げて立設した支持板（支持部）１５ｃと
を有する。基板１５ａの他の３辺には、これらの他の３辺を折り曲げて立設したそれぞれ
のリブ１５ｄが設けられ、これらのリブ１５ｄにより基板１５ａが補強されている。また
、固定具１５の支持板１５ｃには、２個のネジ孔１５ｆが形成されている。これらのネジ
孔１５ｆの間隔は、各横桟１１、１２の立設板１１ｃ、１２ｃにおける各穿孔１１ｈ、１
２ｈの一定間隔ｓと同一である。基板１５ａの底面から各ネジ孔１５ｆまでの高さは、各
横桟１１、１２の底板１１ｂ、１２ｂの底面から各穿孔１１ｈ、１２ｈまでの高さと同一
である。
【００５８】
　更に、基板１５ａには、長形孔１５ｅが形成されている。この長形孔１５ｅの長さａは
、支持板１５ｃにおける２個のネジ孔１５ｆの両外側間の距離ｂ（距離ｂ＝一定間隔ｓ+(
ネジ孔１５ｆの直径)）以上に設定されている（ａ≧ｂ）。
【００５９】
　図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、梁部材１３を示す平面図、側面図、及び正面図であ
る。図１１に示すように梁部材１３は、主板１３ｂ、及び主板１３ｂ両側の側板１３ｃか
らなるほぼコの字型の断面形状を有している。梁部材１３の各側板１３ｃは、それらの４
箇所で切り欠き１３ｄを形成され、これらの箇所で主板１３ｂが折り曲げられて撓んでい
る。
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【００６０】
　また、梁部材１３の一端１３ａの近傍でも、各側板１３ｃに切り欠き１３ｅが形成され
、この一端１３ａに上方向に屈曲したストッパー１３ｇが設けられている。
【００６１】
　次に、本実施形態の構造物設置架台の構造を詳しく説明する。図１２は、本実施形態の
構造物設置架台における横桟１１近傍を拡大して示す断面図である。また、図１３は、本
実施形態の構造物設置架台における横桟１２近傍を拡大して示す断面図である。
【００６２】
　図３、図１２、及び図１３において、縦桟１４は、係合金具やアンカーボルト（図示せ
ず）を用いて、陸屋根等の基礎面に固定される。この縦桟１４の嵌合溝１４ｂの広い幅の
ガイドにボルト１６ａの頭を挿入して、ボルト１６ａの軸部を嵌合溝１４ｂの狭い幅のス
リットから突出させた状態で、ボルト１６ａを縦桟１４の嵌合溝１４ｂに沿って適宜に移
動させて位置調節する。
【００６３】
　各横桟１１、１２を縦桟１４上に固定するには２個の固定具１５を必要とするため、２
本のボルト１６ａを縦桟１４の嵌合溝１４ｂに沿ってＸ方向に移動させて位置調節し、こ
れらのボルト１６ａを各横桟１１、１２の間隔で配置する。
【００６４】
　また、図１２に示すように横桟１１を縦桟１４と直交する方向（Ｘ方向）に向けて、横
桟１１を縦桟１４上に載せ、Ｘ方向及びＹ方向のいずれについても、横桟１１を移動させ
て位置決めする。この後、２個の固定具１５の基板１５ａの長形孔１５ｅにそれぞれのボ
ルト１６ａの軸部を通して、各固定具１５の基板１５ａを縦桟１４の上面１４ａに載せ、
固定具１５毎に、固定具１５の支持板１５ｃを横桟１１の立設板１１ｃに当接させ、固定
具１５の支持板１５ｃを縦桟１４上でＸ方向に移動させて、固定具１５の支持板１５ｃの
２個のネジ孔１５ｆを横桟１１の立設板１１ｃの２個の穿孔１１ｈに重ね合わせ、各ボル
ト１７ａを横桟１１の各穿孔１１ｈを介して固定具１５の各ネジ孔１５ｆにねじ込み、固
定具１５の支持板１５ｃを横桟１１の立設板１１ｃに固定する（図４を参照）。更に、断
面形状がコの字型の補強金具２５の孔にボルト１６ａの軸部を通して、補強金具２５を固
定具１５の基板１５ａに重ね、ボルト１６ａの軸部にナット１６ｂをねじ込んで締め付け
、固定具１５を縦桟１４に締結する。これにより、横桟１１が縦桟１４に固定される。
【００６５】
　同じく、図１３に示すように横桟１２を縦桟１４と直交する方向（Ｘ方向）に向けて、
横桟１２を縦桟１４上に載せ、Ｘ方向及びＹ方向のいずれについても、横桟１２を移動さ
せて位置決めする。この後、２個の固定具１５の基板１５ａの長形孔１５ｅにそれぞれの
ボルト１６ａの軸部を通して、各固定具１５の基板１５ａを縦桟１４の上面１４ａに載せ
、固定具１５毎に、固定具１５の支持板１５ｃを縦桟１４上でＸ方向に移動させて、固定
具１５の支持板１５ｃの２個のネジ孔１５ｆを横桟１２の立設板１２ｃの２個の穿孔１２
ｈに重ね合わせ、各ボルト１７ａを横桟１２の各穿孔１２ｈを介して固定具１５の各ネジ
孔１５ｆにねじ込み、固定具１５の支持板１５ｃを横桟１２の立設板１２ｃに固定する。
更に、補強金具２５を固定具１５の基板１５ａに重ね、ボルト１６ａの軸部にナット１６
ｂをねじ込んで締め付け、固定具１５を縦桟１４に締結する。これにより、横桟１２が縦
桟１４に固定される。
【００６６】
　ここで、Ｘ方向における横桟１１及び固定具１５の位置調節について説明する。横桟１
１の立設板１１ｃに一定間隔ｓで多数の穿孔１１ｈを形成し、固定具１５の支持板１５ｃ
に一定間隔ｓで２個のネジ孔１５ｆを形成していることから、固定具１５の支持板１５ｃ
の各ネジ孔１５ｆが横桟１１の立設板１１ｃの２個の穿孔１１ｈに重なり合えば、この重
なり合った位置で固定具１５の支持板１５ｃを横桟１１の立設板１１ｃに締結することが
でき、横桟１１に対する固定具１５の締結位置を一定間隔ｓずつずらして調節することが
可能である。



(11) JP 4688951 B1 2011.5.25

10

20

30

40

50

【００６７】
　また、固定具１５の基板１５ａに、長さａ（ａ≧ｂ（距離ｂ＝一定間隔ｓ+(ネジ孔１５
ｆの直径)）の長い長形孔１５ｅが形成されており、固定具１５の基板１５ａが該固定具
１５の基板１５ａの長形孔１５ｅを通じて縦桟１４に締結されることから、固定具１５の
基板１５ａを、少なくとも一定間隔ｓの距離の分だけ移動させることができ、この距離の
範囲では固定具１５の取付け位置を連続的に調節することができる。
【００６８】
　従って、縦桟１４の位置を基準にすると固定具１５の位置を少なくとも一定間隔ｓの距
離の範囲で連続的に調節することができ、かつ固定具１５の位置を基準にすると横桟１１
の位置を一定間隔ｓずつ調節することができ、両者の調節を組み合わせることにより縦桟
１４に対する横桟１１の位置を該横桟１１の長さの分だけ自在に調節設定することができ
る。
【００６９】
　縦桟１４に対する横桟１１の位置調節を容易にするには、固定具１５の基板１５ａの長
形孔１５ｅの長さａを距離ｂよりも十分に長くするのが好ましい（ａ＞ｂ）。これにより
、縦桟１４に対する固定具１５ｃの連続的な位置調節範囲が広がって、縦桟１４に対する
横桟１１の連続的な位置調節範囲も広がる。
【００７０】
　先に述べたように陸屋根上の各縦桟１４の位置が不定であるが、そのように縦桟１４に
対する横桟１１の位置を自在に調節することができるため、各縦桟１４上の任意の位置に
横桟１１を固定することができる。
【００７１】
　実際には、横桟１１が複数の桟部材１１Ｐを連結したものであるから、桟部材１１Ｐ別
に、固定具１５を用いて、桟部材１１Ｐを縦桟１４に固定することになるが、それぞれの
桟部材１１Ｐに一定間隔ｓで多数の穿孔１１ｈが形成されているため、いずれの桟部材１
１Ｐであっても、縦桟１４に対する桟部材１１Ｐの位置を該桟部材１１Ｐの長さの分だけ
自在に調節設定することができ、縦桟１４上で各桟部材１１Ｐを相互に当接させて、１本
の横桟１１を形成することができる。
【００７２】
　各桟部材１１Ｐの連結箇所では、図１４に示すように連結具２８を各桟部材１１Ｐのコ
の字型の断面形状の内側に重ねて、連結具２８の各長円孔２８ｄを、各桟部材１１Ｐの連
結箇所を挟んで一定間隔ｓで離間するそれぞれの穿孔１１ｈ等に重ね合わせ、複数のボル
ト１８ａを各長円孔２８ｄ及び各穿孔１１ｈに通して、これらのボルト１８ａにそれぞれ
のナット１８ｂ（図１５に示す）をねじ込んで締め付ける。
【００７３】
　また、図１５に示すように各桟部材１１Ｐの連結箇所を縦桟１４に固定することがある
。この場合は、この連結箇所に連結具２８と固定具１５を共に配置することになり、各桟
部材１１Ｐの立設板１１ｃを連結具２８の立設板２８ａと固定具１５の支持板１５ｃ間に
挟みこんで、連結具２８の各長円孔２８ｄ、各桟部材１１Ｐの各穿孔１１ｈ、及び固定具
１５の各ネジ孔１５ｆを相互に重ね合わせ、２本のボルト１８ａを各長円孔２８ｄ、各穿
孔１１ｈを介して各ネジ孔１５ｆにねじ込んで締め付け、また他の２本のボルト１８ａを
各長円孔２８ｄ、各穿孔１１ｈに通して各ナット１８ｂにねじ込んで締め付ける。連結具
２８と固定具１５を併用して、各桟部材１１Ｐを連結すると、この連結箇所の強度が向上
する。
【００７４】
　同じく、横桟１２についても、その立設板１２ｃに一定間隔ｓで多数の穿孔１２ｈを形
成し、固定具１５の支持板１５ｃに一定間隔ｓで２個のネジ孔１５ｆを形成していること
から、横桟１２に対する固定具１５の締結位置を一定間隔ｓずつずらして調節することが
可能である。
【００７５】
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　また、固定具１５の基板１５ａを、該基板１５ａの長形孔１５ｅを通じて縦桟１に締結
していることから、少なくとも一定間隔ｓの距離の分だけ連続的に移動させることができ
る。
【００７６】
　従って、縦桟１４の位置を基準にすると固定具１５の位置を一定間隔ｓの距離の範囲で
連続的に調節することができ、かつ固定具１５の位置を基準にすると横桟１２の位置を一
定間隔ｓずつ調節することができ、両者の調節を組み合わせることにより縦桟１４に対す
る横桟１２の位置を該横桟１２の長さの分だけ自在に調節設定することができる。
【００７７】
　先に述べたように縦桟１４に対する横桟１２の位置調節を容易にするには、固定具１５
の基板１５ａの長形孔１５ｅの長さａを距離ｂよりも十分に長くするのが良い（ａ＞ｂ）
。
【００７８】
　そのように縦桟１４に対する横桟１２の位置を自在に調節することができるため、各縦
桟１４上の任意の位置に横桟１２を固定することができる。
【００７９】
　横桟１２が複数の桟部材１２Ｐを連結したものであるが、それぞれの桟部材１２Ｐに一
定間隔ｓで多数の穿孔１２ｈが形成されているため、いずれの桟部材１２Ｐであっても、
縦桟１４に対する桟部材１２Ｐの位置を該桟部材１２Ｐの長さの分だけ自在に調節設定す
ることができ、縦桟１４上で各桟部材１２Ｐを相互に当接させることができる。
【００８０】
　各桟部材１２Ｐの連結箇所では、各桟部材１１Ｐの連結箇所と同様に、連結具２９を各
桟部材１２Ｐのコの字型の断面形状の内側に重ねて、連結具２９の各長円孔２９ｄを、各
桟部材１２Ｐの連結箇所を挟んで一定間隔ｓで離間するそれぞれの穿孔１２ｈ等に重ね合
わせ、複数のボルト１８ａを各長円孔２９ｄ及び各穿孔１２ｈに通して、これらのボルト
１８ａにそれぞれのナット１８ｂをねじ込んで締め付ける。
【００８１】
　また、各桟部材１２Ｐの連結箇所を縦桟１４に固定する場合は、この連結箇所に連結具
２９と固定具１５を共に配置し、各桟部材１２Ｐの立設板１２ｃを連結具２９の立設板２
９ａと固定具１５の支持板１５ｃ間に挟みこんで、連結具２９の各長円孔２９ｄ、各桟部
材１２Ｐの各穿孔１２ｈ、及び固定具１５の各ネジ孔１５ｆを相互に重ね合わせ、２本の
ボルト１８ａを各長円孔２９ｄ、各穿孔１２ｈを介して各ネジ孔１５ｆにねじ込んで締め
付け、また他の２本のボルト１８ａを各長円孔２９ｄ、各穿孔１２に通して各ナットにね
じ込んで締め付ける。これにより、各桟部材１２Ｐの連結箇所の強度が向上する。
【００８２】
　一方、各横桟１１、１２のいずれについても、Ｘ方向の位置調節を行って、各横桟１１
、１２の間隔を調節する。この間隔の調節は、各横桟１１、１２の複数箇所に、それぞれ
の梁部材１３を掛け渡すことによりなされる。
【００８３】
　図１３に示すように梁部材１３の端部１３ｈには、一対の穿孔１３ｉが形成されており
、各穿孔１３ｉから規定距離だけ離間した梁部材１３の部位にも、一対の穿孔１３ｊが形
成されている。
【００８４】
　図２に示すように梁部材１３を各横桟１１、１２に架け渡して載せ、梁部材１３を下方
に撓ませる。そして、梁部材１３の端部１３ｈの各穿孔１３ｉが横桟１２の天板１２ａの
各穿孔１２ｉに重なり合い、かつ梁部材１３の各穿孔１３ｊが横桟１１の天板１１ａの各
穿孔１１ｉに重なり合うように、各横桟１１、１２を各縦桟１４上でＹ方向に移動させる
。これにより、各横桟１１、１２の間隔が調節される。この後、２本のボルト１９ａを梁
部材１３の端部１３ｈの各穿孔１３ｉ及び横桟１２の天板１２ａの各穿孔１２ｉに通して
、各ボルト１９ａにそれぞれのナットをねじ込んで締結し、同様に２本のボルト１９ａを
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梁部材１３の各穿孔１３ｊ及び横桟１１の天板１１ａの各穿孔１１ｉに通して、各ボルト
１９ａにそれぞれのナットをねじ込んで締結し、各横桟１１、１２の間隔を設定する。
【００８５】
　尚、梁部材１３を各桟部材１１Ｐの連結箇所と各桟部材１２Ｐの連結箇所に架け渡すこ
とがあるが、連結具２８、２９の天板２８ｃ、２９ｃの各穿孔２８ｅ、２９ｅが横桟１１
、１２の天板１１ａ、１２ａの各穿孔１１ｉ、１２ｉに重なるので、梁部材１３を取付け
るための各穿孔１１ｉ、１２ｉが塞がれることはない（図１４、図１５を参照）。
【００８６】
　こうしてＸ方向における各横桟１１、１２の位置決めを行い、かつＹ方向における各横
桟１１、１２の間隔を設定した後、先に述べたように固定具１５を用いて、各縦桟１４上
に各横桟１１、１２を固定する。
【００８７】
　この後、太陽電池モジュール２の略中央が梁部材１３に重なるように該太陽電池モジュ
ール２を配置して、太陽電池モジュール２を各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａ上に
架け渡して載せる。先に述べたように梁部材１３を下方に撓ませていることから、太陽電
池モジュール２の内側のフレーム（図示せず）が梁部材１３に接触して浮くようなことは
なく、太陽電池モジュール２を各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａ上に確実に搭載す
ることができる。各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａ上では、太陽電池モジュール２
が傾斜するが、太陽電池モジュール２の枠部材２１がその傾斜下方の梁部材１３のストッ
パー１３ｇに突き当たるので、各天板１１ａ、１２ａ上で太陽電池モジュール２が位置決
めされ、かつ太陽電池モジュール２の滑落が防止される。
【００８８】
　更に、各取付け金具ユニット２６又は２７を用いて、各横桟１１、１２上に太陽電池モ
ジュール２を固定支持する。各取付け金具ユニット２６又は２７による支持構造の詳細は
後で述べる。
【００８９】
　このように本実施形態の構造物設置架台１０では、固定具１５の支持板１５ｃに一定間
隔ｓで２個のネジ孔１５ｆを形成し、各横桟１１、１２の立設板１１ｃ、１２ｃに一定間
隔ｓで多数の穿孔１１ｈ、１２ｈを形成していることから、各横桟１１に対する固定具１
５の締結位置を一定間隔ｓずつずらして調節することが可能である。また、固定具１５の
基板１５ａが該基板１５ａの長さａ（ａ≧ｂ）の長形孔１５ｅを通じて縦桟１４に締結さ
れることから、固定具１５の基板１５ａを、少なくとも一定間隔ｓの距離の分だけ移動さ
せることができ、この距離の範囲では固定具１５の取付け位置を連続的に調節することが
できる。従って、縦桟１４の位置を基準にすると固定具１５の位置を少なくとも一定間隔
ｓの距離の範囲で連続的に調節することができ、かつ固定具１５の位置を基準にすると各
横桟１１、１２の位置を一定間隔ｓずつ調節することができ、よって縦桟１４に対する各
横桟１１、１２の位置を該横桟１１、１２の長さの分だけ自在に調節設定することができ
る。
【００９０】
　このため、陸屋根上の各縦桟１４の位置が不定であっても、各縦桟１４上の任意の位置
に各横桟１１、１２を固定することができる。
【００９１】
　また、各横桟１１、１２がコの字型断面形状であり、固定具１５がＬ字形の断面形状で
あるため、各横桟１１、１２及び固定具１５にメッキ鋼板等の安価で強度に優れた素材を
適用することができる。
【００９２】
　更に、梁部材１３のストッパー１３ｇが横桟１１より突出しているので、太陽電池モジ
ュール２の傾斜下方の端部も横桟１１より突出する。このため、雨水が太陽電池モジュー
ル２の傾斜下方の端部へと流れて、この端部から滴り落ちたとしても、雨水が横桟１１に
降りかかることがなく、横桟１１の腐食を防止することができる。
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【００９３】
　次に、構造物設置架台１０の各横桟１１、１２に対する太陽電池モジュール２の枠部材
２１の取付け構造を説明する。
【００９４】
　図１及び図２において、先に述べたように各取付け金具ユニット２６は、太陽光発電シ
ステム１における相互に隣り合う２枚の太陽電池モジュール２の枠部材２１を同時に固定
するためのものであり、また各取付け金具ユニット２７は、太陽光発電システム１におけ
る両側端に位置する太陽電池モジュール２の枠部材２１を固定するためのものである。従
って、取付け金具ユニット２６と取付け金具ユニット２７とでは若干構造が異なる。この
ため、取付け金具ユニット２６と取付け金具ユニット２７によるそれぞれの取付け構造を
別々に説明する。
【００９５】
　まず、太陽光発電システム１における相互に隣り合う２枚の太陽電池モジュール２の枠
部材２１を同時に固定するための取付け金具ユニット２６を説明する。
【００９６】
　図１６に示すように太陽電池モジュール２の枠部材２１は、壁部２３と、壁部２３上側
の保持部２２と、壁部２３の下端から横方向内側に延在する底部片２４とを有している。
【００９７】
　保持部２２は、一対の保持片２２ｂ、２２ｃを有しており、これらの保持片２２ｂ、２
２ｃの内側に太陽電池パネル２０の端部が挟持されている。
【００９８】
　図１７及び図１８は、横桟１１（又は１２）に取付けられた取付け金具ユニット２６に
より相互に隣り合う太陽電池モジュール２の端部が固定された状態を上方向から見て示す
斜視図である。また、図１９は、同状態を下方から見て示す斜視図である。また、図２０
は、同状態を示す断面図である。
【００９９】
　図１７～図２０に示すように取付け金具ユニット２６は、押圧金具３ａ、荷重受け金具
４、及び該各金具３ａ、４を相互に締結するボルト８を備えている。荷重受け金具４は、
横桟１１（又は１２）に取付けられて、左右の太陽電池モジュール２の枠部材２１の底側
を受けている。また、押圧金具３ａは、左右の太陽電池モジュール２の枠部材２１の表側
に当接されている。更に、ボルト８は、押圧金具３ａから横桟１１（又は１２）の天板１
１ａ（又は１２ａ）の裏面側まで貫通して、この裏面側で荷重受け金具４にねじ込まれて
締結されている。これにより、各金具３ａ、４間に左右の太陽電池モジュール２の枠部材
２１が挟み込まれて支持されている。
【０１００】
　図２１は、押圧金具３ａを示す斜視図である。図２１に示すように押圧金具３ａは、平
板状の押圧板３１の前後の両端部に下方へと突出する突起片３２を形成し、押圧板３１の
中央部に穿孔３３を形成したものである。
【０１０１】
　押圧板３１は、横桟１１（又は１２）の天板１１ａ（又は１２ａ）上に隣り合って配置
された２枚の太陽電池モジュール２の枠部材２１を上から押圧するのに用いられる。又、
押圧板３１の穿孔３３は、ボルト８が挿入される孔である。押圧金具３ａの突起片３２は
、左右の太陽電池モジュール２間に挿入され、左右の太陽電池モジュール２間の配置間隔
を設定する。
【０１０２】
　図２２は、荷重受け金具４を示す斜視図である。図２２に示すように荷重受け金具４は
、荷重受板４０、裏板５０、及び荷重受板４０と裏板５０を結合するジョイント部６０を
有している。ジョイント部６０の途中には、容易に屈曲可能なように括部６１が設けられ
ている。
【０１０３】
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　裏板５０には、その後端縁から垂直に屈曲した後壁５０ｂが形成され、またその前端縁
から垂直に屈曲した前壁５０ａが形成されている。更に、前壁５０ａの端辺から垂直に屈
曲した係合片５０ｃが形成され、この係合片５０ｃに長孔５０ｄが形成されている。
【０１０４】
　荷重受板４０の両端縁には、上方に屈曲した爪片４１、４１が形成されている。また、
荷重受板４０の後端縁には、下方に屈曲した位置決め片４３が形成され、この位置決め片
４３に係合溝４３ａが形成されている。
【０１０５】
　また、荷重受板４０の中央部に穿孔４２が貫通形成され、裏板５０にはネジ孔５１が形
成されている。荷重受板４０の穿孔４２には、ボルト８が通され、裏板５０のネジ孔５１
にボルト８がねじ込まれる。
【０１０６】
　図２３～図２５に示すように荷重受け金具４のジョイント部６０が括部６１で折り曲げ
られて、荷重受板４０と裏板５０が相互に間隙を開けて対向配置され、裏板５０の係合片
５０ｃの長孔５０ｄに荷重受板４０の位置決め片４３が嵌入され、位置決め片４３の長孔
４３ａに係合片５０ｃの凸部５０ｅが嵌入されて、荷重受板４０と裏板５０が相互に係止
される。
【０１０７】
　一方、図５（ａ）～（ｃ）及び図６（ａ）～（ｃ）に示したように横桟１１（又は１２
）の立設板１１ｃ（又は１２ｃ）には、取付け金具ユニット２６（又は２７）を取付ける
ためのＴ字型孔１１ｅ（又は１２ｅ）が形成され、また天板１１ａ（１２ａ）には、取付
け金具ユニット２６（又は２７）を取付けるための位置決めスリット１１ｆ（又は１２ｆ
）、及び長円孔１１ｇ（又は１２ｇ）が形成されている。
【０１０８】
　天板１１ａ（１２ａ）の長円孔１１ｇ（又は１２ｇ）は、ボルト８を挿入するためのも
のであり、このボルト８の挿入位置を微調整するために細長い長孔となっている。又、位
置決めスリット１１ｆ（又は１２ｆ）は、荷重受け金具４の位置決め片４３を挿入するた
めのものであり、この荷重受け金具４の位置決め片４３の挿入位置を微調整するために細
長い長孔となっている。
【０１０９】
　このような横桟１１（又は１２）に荷重受け金具４を取付けるには、まず図２２に示す
ような折り曲げられる前の荷重受け金具４の裏板５０を横桟１１（又は１２）の立設板１
１ｃ（又は１２ｃ）のＴ字型孔１１ｅ（又は１２ｅ）に通して、荷重受け金具４のジョイ
ント部６０までをＴ字型孔１１ｅ（又は１２ｅ）に挿入する。
【０１１０】
　そして、荷重受け金具４のジョイント部６０の括部６１を９０度折り曲げて、裏板５０
と荷重受板４０を天板１１ａ（又は１２ａ）を介して相互に対向配置し、裏板５０と荷重
受板４０間に天板１１ａ（又は１２ａ）を挟持し、荷重受け金具４を天板１１ａ（又は１
２ａ）に取付ける。このとき、荷重受け金具４の位置決め片４３を天板１１ａ（又は１２
ａ）の位置決めスリット１１ｆ（又は１２ｆ）に挿入して、荷重受け金具４を位置決めす
る。また、裏板５０の係合片５０ｃの長孔５０ｄに荷重受板４０の位置決め片４３を嵌入
し、位置決め片４３の長孔４３ａに係合片５０ｃの凸部５０ｅを嵌入して、荷重受板４０
と裏板５０を相互に係止させる。
【０１１１】
　こうして荷重受け金具４を天板１１ａ（又は１２ａ）に取付けた状態で、図２０に示す
ように荷重受け金具４の荷重受板４０の中央付近から左側の爪片４１までのスペースに左
側太陽電池モジュール２の枠部材２１の底部片２４を差し入れて配置し、また荷重受板４
０の中央付近から右側の爪片４１までのスペースに右側太陽電池モジュール２の枠部材２
１の底部片２４を差し入れて配置し、各太陽電池モジュール２の枠部材２１の保持部２２
上に押圧金具３ａを載せて、押圧金具３ａの突起片３２を左右の太陽電池モジュール２間
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に挿入し、ボルト８を押圧金具３ａの穿孔３３及び荷重受板４０の穿孔４２に挿入して、
ボルト８を天板１１ａ（又は１２ａ）の長円孔１１ｇ（又は１２ｇ）を通じて裏板５０の
ネジ孔５１へとネジ込み、ボルト８を締め付ける。これにより、荷重受け金具４と押圧金
具３ａ間に左右の太陽電池モジュール２の枠部材２１が挟み込まれて固定支持される。
【０１１２】
　次に、太陽光発電システム１における両側端に位置する太陽電池モジュール２の枠部材
２１を固定するための取付け金具ユニット２７を説明する。
【０１１３】
　図２６及び図２７は、横桟１１（又は１２）に取付けられた取付け金具ユニット２７に
より左右の太陽電池モジュール２の端部が固定された状態を上方向から見て示す斜視図で
ある。また、図２８は、同状態を示す断面図である。
【０１１４】
　図２６～図２８に示すように取付け金具ユニット２７は、押圧金具３ｂ、荷重受け金具
４、及び各金具３ｂ、４を相互に締結するボルト８を備えている。荷重受け金具４は、取
付け金具ユニット２６の荷重受け金具４と同様の構成であり、横桟１１（又は１２）への
取付け構造もしくは手順も同様である。また、押圧金具３ｂは、１枚の太陽電池モジュー
ル２の枠部材２１の表側に当接している。更に、ボルト８は、押圧金具３ｂから横桟１１
（又は１２）の天板１１ａ（又は１２ａ）の裏側面へと貫通して、この裏面側で荷重受け
金具４にねじ込まれて締結されている。これにより、各金具３ｂ、４間に１枚の太陽電池
モジュール２の枠部材２１が挟み込まれて支持されている。
【０１１５】
　図２９は、押圧金具３ｂを示す斜視図である。図２９に示すように押圧金具３ｂは、平
板状の押圧板３１の前後の両端部に下方へと突出する突起片３２を形成し、押圧板３１の
中央部に穿孔３３を形成し、押圧板３１の一端縁から垂直に屈曲した立壁３４を形成し、
立壁３４の下端縁から横向きに屈曲した底部片３５を形成したものである。
【０１１６】
　図２８に示すように荷重受け金具４の荷重受板４０の中央付近から内側の爪片４１まで
のスペースに左側又は右側の太陽電池モジュール２の枠部材２１の底部片２４を差し入れ
て配置し、また荷重受板４０の中央付近から外側の爪片４１までのスペースに押圧金具３
ｂの底部片３５を配置し、太陽電池モジュール２の枠部材２１の保持部２２上に押圧金具
３ｂの押圧板３１を載せて、押圧金具３ｂの突起片３２を太陽電池モジュール２の保持部
２２に押し当てて、太陽電池モジュール２を位置決めし、ボルト８を押圧金具３ｂの穿孔
３３及び荷重受け金具４の荷重受板４０の穿孔４２に挿入して、ボルト８を天板１２の長
円孔１３を通じて裏板５０のネジ孔５１へとネジ込み、ボルト８を締め付ける。これによ
り、荷重受け金具４と押圧金具３ｂ間に太陽電池モジュール２の枠部材２１が挟み込まれ
て固定支持される。
【０１１７】
　次に、図１の太陽光発電システム１の施工手順を説明する。図３０Ａ～図３０Ｃを参照
しつつ説明する。
【０１１８】
　まず、図３０Ａに示すように複数の縦桟１４の長手方向をＹ方向に向けて、これらの縦
桟１４を陸屋根等の基礎面上に相互に平行に配置して固定する。これらの縦桟１４の間隔
及び位置は不定である。
【０１１９】
　縦桟１４毎に、その嵌合溝１４ｂに２本のボルト１６ａの頭を挿通して、ボルト１６ａ
の軸部を嵌合溝１４ｂの狭い幅のスリットから突出させた状態で、ボルト１６ａを各横桟
１１、１２の間隔で配置する。
【０１２０】
　各横桟１１、１２を各縦桟１４と直交する方向（Ｘ方向）に向けて、各横桟１１、１２
を各縦桟１４上に載せ、各横桟１１、１２をＸ方向に移動させて位置決めする。
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【０１２１】
　また、各横桟１１、１２の複数箇所に、それぞれの梁部材１３を掛け渡して、各横桟１
１、１２の間隔を調節する。
【０１２２】
　図３０Ｂに示すように各固定具１５の基板１５ａの長形孔１５ｅにそれぞれのボルト１
６ａの軸部を通して、各固定具１５の基板１５ａを縦桟１４の上面１４ａに載せ、固定具
１５毎に、固定具１５の支持板１５ｃを横桟１１（又は１２）の立設板１１ｃ（又は１２
ｃ）に当接させ、固定具１５の支持板１５ｃの各ネジ孔１５ｆを横桟１１（又は１２）の
各穿孔１１ｈ（又は１２ｈ）に重ね合わせ、ボルト及びナットを用いて、横桟１１（又は
１２）の立設板１１ｃ（又は１２ｃ）を固定具１５の支持板１５ｃに締結する。また、固
定具１５毎に、補強金具２５を固定具１５の基板１５ａに重ね、ボルト１６ａの軸部にナ
ット１６ｂをねじ込んで締め付け、固定具１５を縦桟１４に締結する。
【０１２３】
　これにより、各横桟１１、１２が各縦桟１４上で規定の間隔を開けて平行に配置されて
固定され、それぞれの天板１１ａ、１２ａがほぼ同一傾斜平面上に位置決めされる。
【０１２４】
　また、荷重受け金具４の裏板５０を横桟１１（又は１２）のＴ字型孔１１ｅ（又は１２
ｅ）に通して、荷重受け金具４のジョイント部６０までをＴ字型孔１１ｅ（又は１２ｅ）
に挿入し、荷重受け金具４の位置決め片４３を天板１１ａ（又は１２ａ）の位置決めスリ
ット１１ｆ（又は１２ｆ）に挿入して、荷重受け金具４の位置決めを行う。そして、荷重
受け金具４のジョイント部６０の括部６１を９０度折り曲げて、裏板５０と荷重受板４０
を天板１１ａ（又は１２ａ）を介して相互に対向配置し、荷重受け金具４を天板１１ａ（
又は１２ａ）に取付ける。
【０１２５】
　この荷重受け金具４は、太陽電池モジュール２毎に、太陽電池モジュール２の枠部材２
１の両側４箇所を固定するべく、各横桟１１、１２のそれぞれの箇所に取付けられる。
【０１２６】
　次に、図３０Ｃに示すように複数の太陽電池モジュール２を各横桟１１、１２上に配置
し、太陽電池モジュール２毎に、太陽電池モジュール２の枠部材２１の両側４箇所を各横
桟１１、１２上の４個の荷重受け金具４に載せ、太陽電池モジュール２の傾斜下方の端部
を梁部材１３のストッパー１３ｇに当接させて、太陽電池モジュール２を位置決めする。
これにより、太陽電池モジュール２が各横桟１１、１２の天板１１ａ、１２ａに沿って傾
斜して支持される。
【０１２７】
　そして、太陽光発電システム１における両側端に位置する太陽電池モジュール２の枠部
材２１については、図３１（ａ）に示すように押圧金具３ｂの押圧板３１を太陽電池モジ
ュール２の枠部材２１上に載せて、ボルト８を押圧金具３ｂから横桟１１（又は１２）の
天板１１ａ（又は１２ａ）の裏側面へと貫通させて荷重受け金具４の裏板５０にねじ込ん
で締め付け、荷重受け金具４と押圧金具３ｂ間に太陽電池モジュール２の枠部材２１を挟
み込んで固定支持する。
【０１２８】
　また、相互に隣り合う２枚の太陽電池モジュール２の枠部材２１については、図３１（
ｂ）に示すように押圧金具３ａを各太陽電池モジュール２の枠部材２１上に載せて、ボル
ト８を押圧金具３ａから横桟１１（又は１２）の天板１１ａ（又は１２ａ）の裏側面へと
貫通させて荷重受け金具４の裏板５０にねじ込んで締め付け、荷重受け金具４と押圧金具
３ａ間に左右の太陽電池モジュール２の枠部材２１を挟み込んで固定支持する。
【０１２９】
　この結果、図１に示すような太陽光発電システム１が構築される。
【０１３０】
　尚、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、多様に変形することができる
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。例えば、図３２に示すように太陽電池モジュール２を複数列で設け、各列の太陽電池モ
ジュール２の傾きを隣同士の列で相互に逆にして、各列の太陽電池モジュール２を山型に
配置してもよい。この山型の配置のために、高い方の各横桟１２を相互に近づけて２列で
配置し、この２列の外側に低い方のそれぞれの横桟１１を配置し、各横桟１１、１２上に
複数の太陽電池モジュール２を搭載する。
【０１３１】
　このような太陽電池モジュール２の配置により、多数の太陽電池モジュール２を近接配
置しても、太陽電池モジュール２の影に他の太陽電池モジュール２が入ることが無く、発
電効率を高くすることができる。
【０１３２】
　また、横桟１１又は１２に、図３３に示すような間隔で各穿孔１１ｈ、１２ｈを形成し
ても構わない。ここでは、固定具１５の支持板１５の各ネジ孔１５ｆに重なり合う一定間
隔ｓの２個の穿孔１１ｈ又は１２ｈを一組とすると、横桟１１又は１２の長手方向に沿っ
て、複数組の穿孔１１ｈ又は１２ｈを形成している。いずれの組においても２個の穿孔１
１ｈ又は１２ｈが一定間隔ｓで離間しているが、相互に隣り合う各組の穿孔１１ｈの間隔
ｑが一定間隔ｓ未満であって狭くなっている。この場合は、固定具１５の支持板１５ｃに
おける各ネジ孔１５ｆを横桟１１又は１２におけるいずれかの組の各穿孔１１ｈ又は１２
ｈに重ねて、固定具１５の支持板１５ｃを横桟１１又は１２に締結することができる。ま
た、固定具１５の基板１５ａの長形孔１５ｅの長さａを支持板１５における各ネジ孔１５
ｆの両外側間の距離ｂよりも十分に長くすれば（ａ＝ｂ＋ｑ）、縦桟１４に対する横桟１
１又は１２の位置を該横桟１１又は１２の長さの分だけ自在に調節設定することができる
。
【０１３３】
　また、本実施形態の構造物設置架台では、太陽電池モジュールを支持しいているが、こ
の代わりに、太陽熱発電に用いられる反射鏡パネルを支持してもよい。これにより、太陽
熱発電システムを構築することができる。
【符号の説明】
【０１３４】
１　太陽光発電システム
２　太陽電池モジュール
３ａ、３ｂ　押圧金具
４　荷重受け金具
１０　構造物設置架台
１１、１２　横桟（桟）
１３　梁部材
１４　縦桟（土台用桟）
１５　固定具
１５ａ　基板（基部）
１５ｃ　支持板（支持部）
２８、２９　連結板
２０　太陽電池パネル
２１　枠部材
２６、２７　取付け金具ユニット
【要約】
【課題】簡単な形状でありながらも、桟の位置調節範囲が広く、コストの低減を図ること
が可能な構造物設置架台を提供する。
【解決手段】横桟１１の立設板１１ｃに一定間隔ｓで多数の穿孔１１ｈを形成し、固定具
１５の支持板１５ｃに一定間隔ｓで２個のネジ孔１５ｆを形成していることから、横桟１
１に対する固定具１５の締結位置を一定間隔ｓずつずらして調節することが可能である。
固定具１５の基板１５ａに、長さａ（ａ≧ｂ）の長い長形孔１５ｅが形成されており、固
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定具１５の基板１５ａが該固定具１５の基板１５ａの長形孔１５ｅを通じて縦桟１に締結
されることから、固定具１５の基板１５ａを、少なくとも一定間隔ｓの距離の分だけ移動
させることができ、この距離の範囲では固定具１５の取付け位置を連続的に調節すること
ができる。
【選択図】図２

【図１】 【図２】



(20) JP 4688951 B1 2011.5.25
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【図５】 【図６】



(21) JP 4688951 B1 2011.5.25

【図７】

【図８】

【図９】
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【図２０】 【図２１】
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【図２６】 【図２７】
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【図３０Ａ】 【図３０Ｂ】

【図３０Ｃ】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】
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